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相模原市発表資料 

 
パスポートセンターの受付業務時間短縮について 

 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を受け、新型コロナウイル

ス感染症の拡大防止のため、パスポートセンターの受付時間を一部縮小します。 

 

１ 対象施設 

  ・相模大野パスポートセンター 

  ・橋本パスポートセンター 

 

２ 受付時間 

  【変更前】 

 申請 月曜日から金曜日まで      午前９時から午後４時４５分まで 

 受取 日曜日、月曜日、木曜日、金曜日 午前９時から午後４時４５分まで 

火曜日、水曜日         午前９時から午後６時３０分まで 

   

【変更後】 

 申請 月曜日から金曜日まで      午前９時から午後４時４５分まで 

                ※変更なし 

 受取 日曜日から金曜日まで      午前９時から午後４時４５分まで 

 

＊火曜日、水曜日の延長受付（午後４時４５分から午後６時３０分まで）

を休止します。 

 

 

３ 業務時間を変更する期間 

  令和３年８月２４日（火）から当分の間 

  ＊再開時期につきましては、緊急事態宣言の解除等の状況を踏まえ、市ホームページに

てお知らせします。 

   

   

 

 

 

 

 

問合せ先 
相模大野パスポートセンター 
直通電話 042－702－5511 
対応責任者 所長 松田幸喜 
 
橋本パスポートセンター 
直通電話 042－700－2727 
対応責任者 所長 松田幸喜 
 


